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はじめに 

 

北海道においては、平成 20 年度から地理的要因等にとらわれない多様かつ高度な教育を

実現するため、小規模校や離島の高等学校において遠隔授業を実施しており、特に、平成

25 年度から道立高校が指定校となった研究開発学校においては、その取組が、平成 27 年

度の一定の条件下の遠隔教育における単位認定の制度化に寄与するなどの成果を上げまし

た。 

 

また、平成 30 年度から２年間に渡り、文部科学省「高等学校における次世代の学習ニー

ズを踏まえた指導の充実事業」の委託を受け、遠隔教育の活用により、小規模校や離島の

高等学校における教育課程の充実を図り、実施教科・科目の増設に向けた配信側の組織体

制の在り方について、調査研究校を中心に研究を進めてきました。 

 

平成 31 年３月には、今後、遠隔教育を導入する学校に役立ててもらうことを趣旨に、研

究の成果を「遠隔授業ガイドブック」第１版にまとめたところです。 

 

本追補版では、遠隔会議システムの機能やＩＣＴ機器の効果的活用の実践例を紹介する

とともに、指定校における校内体制の整備の事例などを掲載しました。 

本書が、遠隔授業の導入の資料として活用され、各学校における遠隔教育が一層充実し

たものになることを期待します。 

 

北海道教育庁学校教育局教育環境支援課長 髙木 順一 
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 遠隔授業では、生徒が通常の対面授業と同等の学習成果が得られるよう、教員は遠隔会議システ

ムの機能やＩＣＴ機器を活用するなどの工夫を図ることが必要です。 

１ 実践事例 

 芸術科や数学科で実践している遠隔会議システムの機能を活用した授業の工夫を紹介します。 

 (1) 芸術（書道） 

  ア 前時の振り返り 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 範書の提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 遠隔会議システムの機能の効果的活用 

【受信側の教員】 

前時の授業終了後に、生徒の

清書作品をタブレット等で撮影

し、その画像データを配信側に

電子メール等で送信します。 

【配信側の教員】 

 受信側の教員から送信された画像

データを、プレゼンテーションソフ

トのスライドに貼り付け、提示用資

料を作成します。 

【学習効果】 

 本時の冒頭に、生徒の作品を提示し批評

することで、生徒は書の鑑賞の視点や観点

を体験的に知ることができ、自己の作品に

取り入れようとする意欲を持たせることが

できます。 

メインカメラで教師の表情や

姿を捉える 

書画カメラの映像 

※受信校のモニターに表示 

書画カメラで範書を撮影 

配信側の教員が範書を示す場面では、遠隔会議システムの「デュアルストリーム」

機能を活用し、「メインカメラ」と「書画カメラ」の両方で映し出すことで、生徒は多

角的に範書を捉えることができます。 

また、生徒は、配信側の教員の手元と同時に表情や姿を把握できることで、配信側

の教員の説明が理解しやすくなり、質問や感想を表現しやすくなります。 
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  ウ 個別の学習状況の把握と支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 鑑賞、批評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書道は生徒がそれぞれの技能などを駆使し、思考と探究を深めながら、作品製作

に取り組みます。 

そのため、配信側の教員は、個々の生徒にそれぞれ指導や批評を行う必要がある

ため、受信側の教員にハンディカメラなどの機器を携えて机間巡視してもらい、個

別の生徒の様子を捉えてもらうことができます。 

受信側の教員が

ハンディカメラ

で捉えた映像 

配信側の教員 

配信側の教員が、教材となる書の解説や、生徒が製作した作品を批評する際、言

葉で伝えるほか、ペンタブレットを活用したアノテーション機能（画面上描画機

能）を用いて視覚的に分かりやすくすることができます。 

また、生徒同士で作品の相互批評をさせたり、生徒に作品を発表させたりするこ

とを通し、作品をよりよくしようとする意識を高めるとともに、互いの作品のよさ

を認め合う雰囲気を育成することができます。生徒は、遠隔授業であることを踏ま

え、短い言葉で端的に説明しようと努力する姿がうかがえます。 

ペンタブレット 

 
 

配信側の教員がペンタブレットに描いた線が、スライド

上に描かれている様子 
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(2)  数学 

  ア 教材の提示と思考を深める学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 個別の学習の状況の把握と支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒が作品をメインカメラに向けて作品を提示し

ている様子 

数学的思考を深めさせる学習場面において、ＩＣＴの機能等を活用することで、

生徒の視覚的理解を促進させ、シミュレーションさせることで思考を深めさせるこ

とができます。 

「ベクトル」の学習でグラフ

作成ツールを活用 

配信側の教員が操作するＰＣの画面を、

「プレゼンテーション機能」で送信 

配信側の教員が生徒と対話しながら、ソフ

トウェアを操作しシミュレーション 

数学は知識や技能を活用し、思考を深める学習活動が多く取り入れられます。 

このような演習の場面では、生徒がつまずくことがあるため、個別の学習状況を

リアルタイムで把握し、適切な支援を行う必要があります。 

そのため、受信側の教員にハンディカメラなどの機器を携えて机間巡視して、生

徒のノートを捉えてもらうことで、配信側の教員が確認や学習支援を行うことがで

きます。 

配信側の教員は、受信側のメインカ

メラを遠隔操作し、位置を調整した

り、ズームしたりすることが可能 
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２ ＩＣＴ機器の活用事例（外国語（英語）） 

 外国語科で実践しているＩＣＴ機器を活用した授業展開例を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねねららいい

•ライティングの指導を効率的・効果的
にする。

方方法法
•受信校側の書画カメラの映像を配信校
側でホワイトボード等に投影し、一度に
複数名の添削を行う。

実実践践例例１１  ：：  英英作作文文のの添添削削指指導導のの効効率率化化  

【【ラライイテティィンンググのの指指導導ががううままくくいいかかなないい・・・・・・】】  

・遠隔会議システムの映像では読みにくい・・・ 

・口頭で指導するだけでは分かりにくい・・・ 

・受講人数が多いと添削の時間が足りない・・・ 

【【参参考考】】  

・配信側のカメラは固定してピンボケを防ぐ。 

・一度に複数名を扱える画角で撮影、投影する。 

・受講者数が少ない場合は、ペンタブレットを使

用してアノテーション機能で添削することも

できる。 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・生徒が積極的に添削を依頼するようになり、教員と生徒が学習過程全体を共有できる。 

・書画カメラを定点カメラとして使用するため、受信校側の教員の負担減につながる。 

・添削指導により双方向のコミュニケーションが活発となり、活動的な取り組みとなる。 
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ねねららいい

•配信側の英語の発音をテキスト化する
ことで生徒の安心感が高まる。

方方法法

•テキスト化アプリを起動したタブレッ
トの画面を受信校側に提示（共有）する。

•音声をテキスト化して字幕のように表
示

実実践践例例２２  ：：  音音声声ののテテキキスストト化化とと表表示示  

【【生生徒徒がが英英語語のの指指示示をを聞聞きき取取りりききれれなないい・・・・・・】】  

・リスニング力の不足・・・ 

・オールイングリッシュに不慣れ・・・ 

・音声遅延などによる聞きにくさ・・・ 

【【参参考考】】  

・テキスト化の精度に影響するので、発音の大き

さ、速度、明瞭さに留意する必要がある。 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・生徒が英語による指示をスムーズに理解でき

るようになる。 

・英語のみでコミュニケーションすることに対

して、落ち着いて対応できるようになる。 

ねねららいい

•あらかじめ長文を電子ファイル化して
おき、電子黒板アプリで投影することに
より、板書する時間や教材作成の時間を
省く。

方方法法

•長文の電子ファイルを電子黒板アプリ
を通して表示させ、その画面をホワイト
ボード等に投影し、受信校側にカメラ映
像として見せる。

実実践践例例３３  ：：  長長文文読読解解資資料料のの能能率率的的なな作作成成  

【【板板書書等等のの時時間間をを削削減減ししたたいい・・・・・・】】  

・板書の時間は生徒の思考を止めてしまう・・・ 

・教材作成の時間削減ができれば・・・ 

【【参参考考】】  

・カメラアプリの OCR（光学文字認識）機能を

活用すると一層の省力化を図ることができる 

【【期期待待さされれるる効効果果】】  

・長文を扱う資料の準備を省力化することがで

きる。 

・教員が解説する際、画像を投影したホワイトボ

ードに書き込みながら説明できるため、生徒

の理解を深めることができる。 
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ねねららいい

•タブレット端末等を活用して、クイズ
などを配信し、生徒が楽しみながら意欲
的に語彙学習に取り組む。

方方法法

•クイズアプリを活用し、語彙学習につ
ながる問題を作成し、タブレット端末等
に配信する。

実実践践例例４４  ：：  アアププリリをを利利用用ししたた語語彙彙学学習習  

【【ＩＩＣＣＴＴ機機器器をを活活用用ししてて語語彙彙をを増増ややししたたいい・・・・・・】】  

・生徒に意欲的に語彙学習に取り組んでもら

いたい・・・ 

【【参参考考】】  

・パソコンで簡単に問題作成が可能なアプリ

を使用する。 

・生徒が意欲的に取り組めることに留意し、授

業の導入時での活用を図る。 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・生徒はゲーム感覚で取り組めるため、意欲的に語彙学習に取り組むことができる。 

・問題作成を簡単に行うことができるようになり、他校への遠隔授業など汎用的に活用でき

る。 

ねねららいい

•学習の振り返りやテストを授業時間外
に生徒のペースで実施できるようにする。

方方法法

•クラウドツールを活用したアンケート
を作成し、生徒はタブレット端末等で回
答する。

実実践践例例５５  ：：  ブブララウウザザをを利利用用ししたた振振りり返返りり  

【【生生徒徒にによよるる授授業業のの振振りり返返りりをを迅迅速速ににかかつつ手手

間間ををかかけけずずにに行行いいたたいい・・・・・・】】  

・紙での提出だと点検に時間がかかる・・・ 

・集計まで自動化できると、すぐに次の授業に

生かせる 

【【参参考考】】  

・生徒が具体的に振り返りでき

るよう、分かりやすい表現で設

問を立てる必要がある。 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・授業の満足感や不安感などをリアルタイムで把握できる。 

・紙ベースの回答を電子化する作業を削減できる。 
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ねねららいい

•板書する内容をプレゼンテーションソ
フトで作成しておくことで、電子黒板と
して活用できる。

方方法法

•事前にプレゼンテーションソフトで作
成した教材を提示し、手元のタブレット
で書き込みながら指導する。

実実践践例例  ６６  ：：  ププレレゼゼンンテテーーシショョンンソソフフトトをを用用いいたた電電子子黒黒板板  

【【授授業業時時のの時時間間効効率率をを高高めめたたいい・・・・・・】】  

・板書する時間を削減し、授業をリズムよく進

めたい・・・ 

【【参参考考】】  

・板書同様、生徒の反応を見ながら書き込む必

要がある。 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・表示した資料に手書きで注釈を加えること

で、電子黒板のように使うことができる。 

・そのため板書する時間を削減でき、授業がリ

ズミカルになる。 

ねねららいい

•自習課題に動画や質問フォームを盛り
込むことで、生徒はＩＣＴ機器を活用し、
コンテンツにアクセスし学習の充実を図
ることができる。

方方法法

•自習課題に配置されたQRコードを使っ
て、生徒がタブレット端末等で動画にア
クセスし学習の理解を深める。

•自習中に配信担当者に質問する仕組み
を構築することも可能である。

実実践践例例７７  ：：  ＩＩＣＣＴＴをを活活用用ししたた自自習習課課題題  

【【自自習習時時ににもも生生徒徒のの学学習習をを支支援援ししたたいい・・・・・・】】  

・自習であっても、生徒の学習を充実させた

い・・・ 

【【参参考考】】  

・通常授業時に機能の使い方を説明したり、実践

させたりするなどの取組が必要 

【【期期待待さされれるる成成果果】】  

・自習であっても、動画コンテンツにア

クセスさせるなどして学習を深めさ

せることができる。 
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 遠隔授業の配信校の担当教員は、自校での校務のほか、他校への授業配信のため教材の作成、送

付、受信側教員との打合せなどの用務を処理する必要があります。 
 そのため、遠隔授業を円滑に実施できるよう、遠隔授業に関わらない教員を含め、校内体制を整

える必要があります。 

 本事業の指定校のうち最も多くの遠隔授業を配信している有朋高校の事例を紹介します。 

１ 校内体制づくりの工夫と配慮 

本校では、本事業の指定校として、また全道９校で取り組んでいる研究開発学校事業の協力校

として遠隔授業の配信に取り組んでおり、平成29年度からは遠隔授業の配信時数が増加したため、

遠隔授業の取組がより組織的になるよう、校内体制をより強く整備する必要が生じました。 

 

(1) 校内での認識の共有 

本校は通信制及び単位制（定時制）課程の高校であり、遠隔授業は通信制課程の教員の担当

者が行っています。 

遠隔授業を円滑に実施するためには、校内的な理解を得ることはとても重要です。 

ア 遠隔授業を担当する教員について 

・遠隔授業を担当する教員は、本校通信制の業務と並行して、受信校の遠隔授業を担当して

います。 

・遠隔授業の前に教材を受信校に送付したり、授業後には受信校から送付されてくる生徒の

学習成果を取りまとめ、評価したりするなどの業務があります。 

・このようなことから教科や分掌等において、遠隔授業を担当する教員の負担に配慮し、業

務量を調整することが重要です。 

イ 使用教室等ついて 

・本校における授業（面接指導）やその他の教育活動に支障がないように、使用教室や使用

時間帯等を調整する必要があります。 

・生徒登校日（スクーリング）には、原則として遠隔授業は実施していません。 

 

(2) 校内体制の充実に向けて 

ア 校内環境について 

   遠隔授業を円滑に実施するためには、さまざまな環境整備が必要です。 

    

 

 

 

 

 

 

２ 校内体制の整備～有朋高校の取組～ 

今後に向けて 

・教室等の確保（防音、専用に使用できる教室数の充実） 

・機材等の充実（マイク、スピーカの性能の向上等） 

・遠隔授業を行う教員の拡充 

・授業補助者（特に実験を伴う科目の指導） 
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イ 運用について 

遠隔授業に機器トラブルはつきものですが、トラブルが生じた際、早期に復旧し、授業に

与える影響を最小限にする体制を構築することはとても大切です。 

そのため、トラブル対応マニュアル等を整備、随時更新し受信校と共有すること、トラブ

ル発生時の授業の対応策を事前に定めておくこと、また機器の不具合を防止するために適切

に管理するための方策を実施することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 組織体制について 

本校では、遠隔授業に関することは「OnLine 授業向上委員会」で調整を図っていますが、

遠隔授業担当者の校務の明確化や業務の適切な割り振りを行うためには、校務分掌として取

りまとめる方法もあります。 

また、本校では、遠隔授業に関わる研修体制、公開授業の実施など、本校の教員全体で遠

隔教育に関わることのできる取組を検討しています。 

 

２ 遠隔授業にかかる業務 

(1) 受信校との時間割調整等 

受信校において、学校行事などの調整から時間割が変更されることがあります。配信側の教

員は複数校の複数科目を担当していることもあり、１校の時間割変更の要請を受けると、その

他の受信校の担当者との調整が必要になることも多くあります。 

また、受信校の日課表はそれぞれの地域の状況、登下校にかかる交通機関の状況などにより

決定されており、授業の開始時刻も異なる状況であり、Ａ校の遠隔授業が終わったあと、Ｂ校

の遠隔授業まで５分間しかとれないこともあります。 

このようなことから、配信校としては、受信校の時間割のうち遠隔授業のコマについては可

能な限り固定化してもらうことや、受信校の日課表が統一されることが望ましいと考えていま

す。 

 

(2) 対面授業 

遠隔授業において単位認定するためには所定の時数の対面授業が必要です。本校が配信して

いる遠隔授業の受信校はいずれも遠方であり、離島については訪問するに当たって、最低でも

今後に向けて 

・マニュアル等の充実のため、トラブル対応などの記録を残し、留意

事項を整理し、配信校と受信校の双方で共有し活用できるようにす

る工夫。 

・配信校と受信校が、日常的に連絡しあう内容を定型化し、省力化を

図る工夫。 

・授業アイディアを共有するためのデータリスト（共有データベー

ス）の構築。 
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１回当たり、２泊３日の行程が必要で、天候により交通障害が起こるとさらに長期間の旅行期

間が必要となります。 

そのため、他校に対し遠隔授業を配信できないことや、本校の業務に従事しにくくなるなど

の支障が生じています。 

以上のことを踏まえ、本校が協力校となって取り組んでいる研究開発学校事業においては、

「遠隔授業の対面により行う授業時数を緩和した単位認定の在り方並びに指導方法の研究開

発」に取り組んでいます。 

 

(3) 受信校の教員との連携 

遠隔授業を受けている受信校では、授業時間中、教員に生徒の把握や教材の配布など、さま

ざまな対応をしています。そのため、遠隔授業の成否は、受信校側の教員との密な連携にかか

っていると言えます。 

受信校では、配信される教科と同じ教科担当者が対応している場合と異なる教科担当者が対

応している場合があります。 

受信校の担当者との連携内容とその課題について、次のように整理できます。 

受信校側の教員の業務 課 題 

【遠隔授業前後】 

・生徒情報の共有（動向、体調、配慮事項

等） 

・教材の受領、印刷、配付 

・生徒の提出物回収、配信側への送付 

時間割の調整 など 

●年間を通して、毎回の遠隔授業の前後

に作業が必要 

●教材のデータサイズが大きい場合、取

り込みに手間と時間が必要 

●配信側に生徒の提出物を送付する際、

電子化（ＰＤＦ化・画像化など）が必要 

【遠隔授業中】 

・ハンディカメラ、タブレット端末、音響

等の周辺機器の操作 

・生徒の安全管理 

・出欠席の確認 

・生徒への支援 など 

●遠隔会議システム及び周辺機器の操作

方法の習熟とトラブル対応が必要 

●授業展開に応じた周辺機器等の操作が

必要 

●配信側の教員と生徒のコミュニケーシ

ョンを支援することが必要 

  これらの課題に対しては、次のような方策が考えられます。 

・送信する資料の精選と、データの軽量化 

・生徒の提出物をクラウド上で回収 

・年度始めや対面授業時などの打合せを充実し、日常的な打合せを軽減 

・遠隔会議システム及び周辺機器活用のマニュアルの作成、共有、改善 

受信校の教員の負担を軽減することは、受信校において、誰でも遠隔授業を担当できるもの

となり、業務の一般化につなげることができるものと思われます。特に、遠隔授業前後の教材

や課題の送受信の負担を軽減することは優先的に取り組む必要があり、次のような方策が考え

られます。 

・「ほっかいどうスクールネット」の電子会議室の機能を利用して、大容量のファイルを一括 
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で送受信 ※ほっかいどうスクールネット：道立学校の教職員が利用できるグループウェア 

・資料の体裁崩れを防ぐため、データをＰＤＦ化・画像化 

・クラウドサービスを利用し、配信側の教員が生徒に直接、教材や課題を配付し、生徒から直

接、提出 

 

 遠隔授業の配信に当っては、受信校との連携はもとより、自校の体制にも影響することから自校

の教職員との連携と理解及び協力が不可欠です。 

 遠隔授業は受信校の生徒の学びを支えるものであり、遠隔授業担当者はもとより、配信校の教職

員がその重い責任を共有し、遠隔授業の一層の充実を図ることのできる体制整備を目指す必要があ

ります。 

 

 

 

北海道内の高等学校における遠隔授業の配信（令和元年度）

 

 

－ 11 －



 
 
 
 本事業の指定校のうち、札幌西高校と札幌東高校は、大学進学を目指す生徒に向けに特化した遠

隔授業（札幌西：外国語（英語）、札幌東：数学）を配信しています。 
そのうち、札幌西高校では、寿都高校で国公立大学進学を志す生徒を対象に、本校生徒に対する

授業と同様の遠隔授業を行っていますので紹介します。 

１ ＩＣＴ機器等の活用 

ＩＣＴ機器を積極的に活用し、遠隔会議システムとは別にＰＣ上でオンラインコミュニケーショ

ンツールを展開し、授業中は配信側の教員と生徒が本ツールでもつながっています。本ツールを活

用して教材の提示や、生徒の英作文添削などを行っていますが、同期に時間がかかるなどの課題も

あります。 
 

配信校の教材の画面を 

受信校の生徒用タブレットに表示 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 授業について 

生徒の進路目標に対応するため、本校の生徒と同様に授業を行っていますが、指導に工夫が必要

な場面も多くあります。しかしながら、受信校側の教員は外国語（英語）の教員であるため、ティ

ーム・ティーチングの機能を発揮し、協力・連携しながら生徒をサポートしています。 
そのような指導方法の工夫・改善により、模擬試験による受信校の生徒の偏差値も上昇が見られ

るようになり、学習意欲の向上にもつながっています。 
一方で課題もあります。本校からの遠隔授業は、大学進学を志望している生徒に向けた内容の難

易度の習熟度別クラスであり、年度途中で他の習熟度クラスに移動することや、またその逆も困難

であるため、配信側及び受信側の教員は、常に個別の生徒の学習状況に注意を払い、学習意欲を維

持させることが必要です。 

３ 大学進学を目指す生徒に向けた遠隔授業 

タブレットＰＣで教材提示 

配信校     受信校 

タブレットＰＣで添削指導 
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参参考考資資料料  
 
 遠隔授業に関する参考資料を紹介します。詳細については、文部科学省や北海道教育委員会等の

ホームページにアクセスしてください。 

１ 遠隔教育全体 

(1) 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」

（平成 27 年４月 24 日付け文部科学省通知）※14～21 ページに掲載 

(2) 「遠隔授業の実施について」 

（平成 27 年６月１日付け北海道教育委員会通知）※22～23 ページに掲載 

(3) 「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事

項について」（令和元年 11 月 26 日付け文部科学省通知） 

※24～25 ページに掲載 

(4) 「北海道における教育の情報化推進指針」 

（平成 29年 12 月 20 日、北海道教育委員会） 

(5) 「遠隔教育の推進に向けた施策方針」 

（平成 30 年９月 14 日、遠隔教育の推進に向けたタスクフォース） 

※26～28 ページにポイント及びスライド資料（抜粋）を掲載 

２ 遠隔授業の実践 

(1) 「遠隔学習導入ガイドブック（第３版）」 

（平成 30 年３月 31 日、文部科学省） 

(2)  「遠隔教育システム活用ガイドブック（第１版）」 

（平成 31 年３月 31 日、文部科学省、株式会社内田洋行） 

(3) 「教育の情報化に関する実践事例集」 

（平成 30 年５月、北海道教育委員会） 

３ 個々の児童生徒への対応 

(1) 「不登校児童生徒が自宅にてＩＴ等を活用した学習活動を行った

場合の指導要録上の出席の取扱い等について」 

（平成 17 年７月６日付け文部科学省通知） 

(2) 「高等学校の全日制課程及び定時制課程における不登校生徒に対

する通信の方法を用いた教育による単位認定について」 

（平成 21 年３月 31 日付け文部科学省通知） 

(3) 「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配

信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」 

（平成 30 年９月 20 日付け文部科学省通知） 

(4) 「不登校児童生徒が自宅にてＩＴ 等を活用した学習活動を行った

場合の積極的な対応について」 

（平成 30年 10 月１日付け文部科学省事務連絡） 
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教 改 第 ２ ３ 号

平成27年６月１日

関係教育局長 様

新しい高校づくり推進室参事（改革推進）

遠隔授業の実施について（通知）

このことについて、平成27年５月29日付け教高第348号通知「学校教育法施行規則

の一部を改正する省令の施行等について」により、一定の条件の下、遠隔授業で単位

認定することが可能となりました。

ついては、平成27年２月27日付け事務連絡「平成27年度における出張授業の実施に

ついて」で回答のあった、遠隔授業の実施が可能な時数を踏まえ、別添の送付資料を

参考に、積極的に遠隔授業を実施するよう地域キャンパス校・センター校に連絡願い

ます。

記

送付資料

１ 教高第348号通知「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等につい

て」写し

２ 「遠隔授業を実施するに当たっての要件及び留意事項」

３ 「高等学校における遠隔教育の在り方について（報告）」（高等学校における

遠隔教育の在り方に関する検討会議 平成26年12月８日）

改革推進グループ

担当 花 松 均

TEL 011-204-5778

FAX 011-232-1127

E-mail：hanamatsu.hitoshi@pref.hokkaido.lg.jp
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遠隔授業を実施するに当たっての要件及び留意事項

１ 要件

(1) 遠隔授業は、同時かつ双方向的に行われるものであること。

(2) 遠隔授業は、教科・科目等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の時間数行うも

のであること。

(3) 遠隔授業は、高等学校等の全課程の修了要件として修得すべき単位数である74単位の

うち36単位以下とすること。

２ 留意事項

(1) 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、40人以下とすること。

(2) 配信側の教員は受信側の高等学校等の身分を有する必要があること。

※地域キャンパス校の校長は、「学校職員の兼職発令事務手続等について」に基づき、

兼職発令を行うこと。

(3) 配信側の教員は学校種や教科等に応じた相当の免許状を有する者である必要があるこ

と。

(4) 単位認定等の評価は、当該授業を担当する教員たる配信側の教員が、必要に応じて、

受信側の教員の協力を得ながら行うべきものであること。

(5) 受信側の教室に当該高等学校の教員を配置すること。

なお、受信側の教室に配置すべき教員は、当該教科の免許保有者であるか否かは問わ

ない。

(6) 教科・科目等の特質に応じ、相当の時間数、対面により行う授業の単位時間（１単位

時間は、50分とする。）数の標準は、１単位につき、次の表のとおりとする。

各教科・科目 対面により行う授業

国語、地理歴史、公民及び数学に属する科目 １単位時間以上

理科に属する科目 ４単位時間以上

保健体育に属する科目のうち「体育」 ５単位時間以上

保健体育に属する科目のうち「保健」 １単位時間以上

芸術及び外国語に属する科目 ４単位時間以上

家庭及び情報に属する科目並びに専門教科・科目 各教科・科目の必要に応じて２～８単位時間以上

〈例〉外国語（コミュニケーション英語Ⅰ）：３単位を遠隔授業で実施する場合、対面

により行う授業は、３単位×４時間で12時間となる。

(7) 遠隔授業を実施するに当たっては、対面により行う授業に相当する教育効果を有する

よう行うことが必要であり、次の事項について、配慮すること。

ア 授業中、教員と生徒が、互いに映像・音声等によるやりとりを行うこと。

イ 生徒の教員に対する質問の機会を確保すること。

ウ 画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には、あらかじめ生徒に

プリント教材等を準備するなどの工夫をすること。
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元文科初第１１１４号  

令和元年１１月２６日  

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 都 道 府 県 知 事 

 附属学校を置く各国立大学法人の長  殿 

 高等学校を設置する学校設置会社を 

 所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項 

 の認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学省初等中等教育局長          

丸 山 洋 司        

 

（印影印刷）   

 

 

高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について（通知） 

 

 高等学校等（全日制及び定時制課程の高等学校、中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校

の高等部をいう。以下同じ。）における遠隔教育の推進については、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業（以下「メディアを利用して行う授

業」という。）を、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「施行規則」とい

う。）に位置付け、これまでも制度の弾力化を図ってきたところです。 

 文部科学省では、昨年１１月に公表した「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて

～柴山・学びの革新プラン～」を踏まえ、本年６月、「新時代の学びを支える先端技術活用推進

方策（最終まとめ）」を取りまとめました。この中で、今後の取り組むべき施策として、高等学

校段階の病気療養中の生徒に対する遠隔教育について、受信側の教員の配置に関する要件を緩

和し、遠隔教育を通じた、より効果的な教育実践を推進することを示しているところです。 

 これを受け、この度、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認

められる生徒等に対する教育の一層の充実を図るため、平成２７年４月２４日付け２７文科初

第２８９号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（通知）」の記Ⅲ留意

事項の第１の２について下記第１のとおり、平成２７年４月２４日付け２７文科初第１９５号

「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について（通知）」の記第３留意事項の３の

（２）について下記第２のとおり、それぞれ留意事項を補足しましたので、御了知の上、適切に

対応されるようお願いします。 

 また、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校等及び域内の指定都市を除く市区

町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校等に対して、各都

道府県におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対して、各国立大学法人におかれては管

下の高等学校等に対して、このことを十分周知願います。 

 

記 

 

第１ 平成２７年４月２４日付け２７文科初第２８９号「学校教育法施行規則の一部を改正す
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る省令の施行等について（通知）」の記Ⅲ留意事項の第１の２について 

 

 高等学校等の教育は、心身の発達に応じて行うこと等を目的とするものであり、高等学校等の

生徒の特性に鑑み、机間巡視や安全管理を行う観点から、原則として、受信側の教室等に当該高

等学校等の教員を配置するべきであること。特に、特別支援学校の高等部にあっては、当該生徒

の障害の状態等に応じた十分な配慮が求められること。なお、受信側の教室等に配置すべき教員

は、当該教科の免許保有者であるか否かは問わないこと。 

 ただし、病室等において、疾病による療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると

認められる生徒に対し、施行規則第８８条の３の規定に基づきメディアを利用して行う授業の

配信を行う場合その他の特別な事情が認められる場合には、受信側の病室等に当該高等学校等

の教員を配置することは必ずしも要しないこと。なお、その場合には、当該高等学校等と保護者

が連携・協力し、当該生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことがで

きる体制を整えるようにすること。受信側の病室等で当該対応を行う者としては、例えば、保護

者自身、保護者や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。また、受信側

の病室等に当該高等学校等の教員を配置しない場合にも、配信側の教員は受信側の病室等で当

該対応を行う者と連携・協力し、当該生徒の日々の様子及び体調の変化を確認すること。 

 

 

第２ 平成２７年４月２４日付け２７文科初第１９５号「特別支援学校高等部学習指導要領解

説の一部改訂について（通知）」の記第３留意事項の３の（２）について 

 

 特別支援学校の高等部の教育は、心身の発達に応じて行うことを目的とするものであり、生徒

の特性に鑑み、巡視や安全管理を行う観点から、原則として、受信側の病室等に当該特別支援学

校の高等部の教員を配置するべきであること。なお、当該教科の免許保有者であるか否かは問わ

ないこと。 

 ただし、当該特別支援学校と保護者が連携・協力し、生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊

急時に適切な対応を行うことができる体制を整えている場合には、受信側の病室等に当該特別

支援学校の教員を配置することは必ずしも要しないこと。受信側の病室等で当該対応を行う者

としては、例えば、保護者自身、保護者や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えら

れること。また、受信側の病室等に当該特別支援学校の教員を配置しない場合にも、配信側の教

員は受信側の病室等で当該対応を行う者と連携・協力し、当該生徒の日々の様子及び体調の変化

を確認すること。 

 

 

【本件連絡先】              

 

文部科学省初等中等教育局 

特別支援教育課企画調査係・指導係 

電話 03－5253－4111（内線 3193・3716） 

 

文部科学省初等中等教育局 

参事官（高等学校担当）付高校教育改革係 

電話 03－5253－4111（内線 3482）    
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